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  ２０２６年度の事業計画書 

２０２６年 １月 １日から２０２６年１２月３１日まで 

 

特定非営利活動法人クゥハウス朋猫 

 

１ 事業実施の方針 

 今年度は昨年度と同様に、これから長期間にわたって猫と人々の幸福な共存を実現していくために、事業実績を

積み上げて当法人への信頼と知名度を向上させることを目標とする。そのために「猫の保護および飼育事業」と「猫

の飼育者探しおよび譲渡事業」に重点を置いて実施していく。さらに「猫の飼育者への支援事業」として猫を預か

るサービスを実施し、より多くの猫の飼育者への支援を行っていく。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

事 業 名 

(定款に記載した

事業) 

具体的な事業内容 

(A)当該事業の 

 実施予定日時 

(B)当該事業の 

実施予定場所 

(C)従事者の 

予定人数 

(D)受益対象 

者の範囲 

(E)予定人数 

事業費の 

予算額 

（単位：千円） 

①猫の保護および

飼育事業 

過酷な環境下にある猫を保護し

飼育する 

(A)通年 

(B)大分県内 

(C)10人 

(D)大分県内の

住民 

(E)250人 

 

2,360 

②猫の飼育者探し

および譲渡事業 

譲渡会の開催などを行い、保護

した猫の新しい飼育者を探し、

譲渡する 

(A)通年 

(B)大分県内 

(C)10人 

(D)大分県内の

住民 

(E)150人 

 

780 

③適切な飼育管理

への意識や環境

づくりの普及啓

発事業 

 

譲渡会を開催した時や猫を譲渡

する際に、飼育者へガイダンス

を行う 

また、啓発ポスターを作成し事

務所やHPに掲載する 

(A)通年 

(B)大分県内 

(C)10人 

(D)大分県内の

住民 

(E)300人 

 

 

220 

YouTube などのSNS を用いて啓

発活動を行う 

(A)通年 

(B)大分県内 

(C)10人 

(D)不特定多数 

(E)不特定多数 

― 

④猫の飼育者への

支援事業 

様々な理由で猫の世話ができな

くなった飼育者から猫を預かる

サービスを行う 

(A)通年 

(B)大分県内 

(C)10人 

(D)大分県内の

住民 

(E)300人 

 

520 

猫の飼育者に対しての相談を受

け、助言を行う 

(A)通年 

(B)大分県内 

(C)10人 

(D)大分県内の

住民 

(E)100人 

― 

⑤猫と人とのふれ

あい事業 

事業①において保護・飼育した

猫について、人とのふれあいの

場を提供する 

(A)通年 

(B)大分県内 

(C)10人 

(D)大分県内の

住民 

(E)400人 

 

1,300 

 


